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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯端末装置との間で無線通信を行う基地局装置であって、
　前記携帯端末装置におけるパスロスを算出するパスロス算出部と、
　前記パスロスと、所定のサブフレームにおいて上りリンク共有チャネルによりユーザデ
ータを送信する携帯端末装置が送信電力を制御する際に使用する第１のパラメータとに基
づいて、該携帯端末装置が送信電力を制御する際の第１の目標受信電力を算出する第１の
目標受信電力算出部と、
　前記パスロスに基づいて、前記第１の目標受信電力算出部により算出される第１の目標
受信電力と、一定周期毎に上りリンク共有チャネルによりユーザデータを送信する携帯端
末装置が送信電力を制御する際に使用する一定値の第２の目標受信電力との間の差分を算
出する差分算出部と、
　前記第１のパラメータから、前記差分算出部により算出された差分を減算することによ
り、携帯端末装置が送信電力を制御する際に第１のパラメータの代わりに使用される第２
のパラメータを算出する第２のパラメータ算出部と、
　該第２のパラメータ算出部により算出された第２のパラメータを通知する通知部と
　を有し、
　前記第１の目標受信電力算出部は、パスロスが小さくなるに従って、第１の目標受信電
力が高くなるように算出する基地局装置。
【請求項２】
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　請求項１に記載の基地局装置において、
　前記パスロス算出部により算出されたパスロスが、直前に第２のパラメータを変更した
時点のパスロスから所定の閾値以上変化しているかどうかを判定するパスロス判定部
　を有し、
　前記第１の目標受信電力算出部は、前記パスロス判定部により所定の閾値以上変化して
いると判定した場合に、前記第１の目標受信電力を算出し、
　前記差分算出部は、前記第１の目標受信電力算出部により算出された第１の目標受信電
力に基づいて、前記差分を算出し、
　前記第２のパラメータ算出部は、前記第１のパラメータから、前記差分算出部により算
出された差分を減算することにより、前記第２のパラメータを算出する基地局装置。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の基地局装置において、
　前記通知部は、個別チャネルにより、前記第２のパラメータ算出部により算出された第
２のパラメータを通知する基地局装置。
【請求項４】
　携帯端末装置との間で無線通信を行う基地局装置における方法であって、
　前記携帯端末装置におけるパスロスを算出するパスロス算出ステップと、
　前記パスロスと、所定のサブフレームにおいて上りリンク共有チャネルによりユーザデ
ータを送信する携帯端末装置が送信電力を制御する際に使用する第１のパラメータとに基
づいて、該携帯端末装置が送信電力を制御する際の第１の目標受信電力を算出する第１の
目標受信電力算出ステップと、
　前記パスロスに基づいて、前記第１の目標受信電力と、一定周期毎に上りリンク共有チ
ャネルによりユーザデータを送信する携帯端末装置が送信電力を制御する際に使用する一
定値の第２の目標受信電力との間の差分を算出する差分算出ステップと、
　前記第１のパラメータから、前記差分算出ステップにより算出された差分を減算するこ
とにより、携帯端末装置が送信電力を制御する際に第１のパラメータの代わりに使用され
る第２のパラメータを算出する第２のパラメータ算出ステップと、
　該第２のパラメータ算出ステップにより算出された第２のパラメータを通知する通知ス
テップと
　を有し、
　前記第１の目標受信電力算出ステップでは、パスロスが小さくなるに従って、第１の目
標受信電力が高くなるように算出される方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　LTE(Long Term Evolution)は、W-CDMA(Wideband-Code Division Multiple Access)の標
準化団体3GPP(3rd Generation Partnership Project)にて、仕様が作成されている。LTE
は、W-CDMAの拡張技術であるHSPA(High Speed Packet Access)から更に発展した標準規格
である。LTEでは、下りリンクにおいて100Mbps以上、上りリンクにおいて50Mbps以上の高
速通信が実現され、遅延の改善や周波数の利用効率向上などが図られる。
【０００３】
　LTEでは、パルロスが小さい程高い受信SIRとなるように、送信電力制御(TPC: transmis
sion power control)が行われることがある。該送信電力制御は、フラクショナル送信電
力制御(Fractional TPC)と呼ばれる。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００４】
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【非特許文献１】TS36.213 V9.2.0 2010 06
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　LTEでは、ダイナミックスケジューリング(Dynamic Scheduling)が適用される。ダイナ
ミックスケジューリングでは、受信チャネル状態に基づいて、携帯端末装置に対して、送
信スロット、もしくは送信スロットの周波数帯域を分割したリソースブロックを割り当て
る。ダイナミックスケジューリングにフラクショナル送信電力制御を適用した場合、パル
ロスが小さくなるに従って受信SIRが高くなるように送信電力が制御され、パスロスが大
きくなるに従って受信SIRが低くなるように送信電力が制御される。該フラクショナル送
信電力制御により、セル中央領域での高スループットが実現される。中央領域での高スル
ープットが実現されるため、ダイナミックスケジューリングはデータ通信に適用するのが
好適である。
【０００６】
　ダイナミックスケジューリングとともに、LTEでは、セミパーシステントスケジューリ
ング(Semi-Persistent scheduling)が適用される。該セミパーシステントスケジューリン
グでは、携帯端末装置に、一定周期毎の無線リソースを固定的に割り当てられる。セミパ
ーシステントスケジューリングは、音声通信やストリーミング等の、ある程度、一定の伝
送速度となるパケットデータに対して適用するのが好適である。
【０００７】
　しかし、音声通信などでは、必要な伝送速度は、セル中央領域でもセル端領域でも同程
度である。従って、セミパーシステントスケジューリングにフラクショナル送信電力制御
を適用した場合、セル中央領域では過品質となると考えられる。
【０００８】
　そこで、本発明は上述した問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、セミパー
システントスケジューリングにより音声通信を行う携帯端末装置に対して、適切に送信電
力制御を行うことができる基地局装置及び方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本基地局装置は、
　携帯端末装置との間で無線通信を行う基地局装置であって、
　前記携帯端末装置におけるパスロスを算出するパスロス算出部と、
　前記パスロスと、所定のサブフレームにおいて上りリンク共有チャネルによりユーザデ
ータを送信する携帯端末装置が送信電力を制御する際に使用する第１のパラメータとに基
づいて、該携帯端末装置が送信電力を制御する際の第１の目標受信電力を算出する第１の
目標受信電力算出部と、
　前記パスロスに基づいて、前記第１の目標受信電力算出部により算出される第１の目標
受信電力と、一定周期毎に上りリンク共有チャネルによりユーザデータを送信する携帯端
末装置が送信電力を制御する際に使用する一定値の第２の目標受信電力との間の差分を算
出する差分算出部と、
　前記第１のパラメータから、前記差分算出部により算出された差分を減算することによ
り、携帯端末装置が送信電力を制御する際に第１のパラメータの代わりに使用される第２
のパラメータを算出する第２のパラメータ算出部と、
　該第２のパラメータ算出部により算出された第２のパラメータを通知する通知部と
　を有し、
　前記第１の目標受信電力算出部は、パスロスが小さくなるに従って、第１の目標受信電
力が高くなるように算出する。
【００１０】
　本方法は、
　携帯端末装置との間で無線通信を行う基地局装置における方法であって、
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　前記携帯端末装置におけるパスロスを算出するパスロス算出ステップと、
　前記パスロスと、所定のサブフレームにおいて上りリンク共有チャネルによりユーザデ
ータを送信する携帯端末装置が送信電力を制御する際に使用する第１のパラメータとに基
づいて、該携帯端末装置が送信電力を制御する際の第１の目標受信電力を算出する第１の
目標受信電力算出ステップと、
　前記パスロスに基づいて、前記第１の目標受信電力と、一定周期毎に上りリンク共有チ
ャネルによりユーザデータを送信する携帯端末装置が送信電力を制御する際に使用する一
定値の第２の目標受信電力との間の差分を算出する差分算出ステップと、
　前記第１のパラメータから、前記差分算出ステップにより算出された差分を減算するこ
とにより、携帯端末装置が送信電力を制御する際に第１のパラメータの代わりに使用され
る第２のパラメータを算出する第２のパラメータ算出ステップと、
　該第２のパラメータ算出ステップにより算出された第２のパラメータを通知する通知ス
テップと
　を有し、
　前記第１の目標受信電力算出ステップでは、パスロスが小さくなるに従って、第１の目
標受信電力が高くなるように算出される。

【発明の効果】
【００１１】
　開示の基地局装置及び方法によれば、セミパーシステントスケジューリングにより音声
通信を行う携帯端末装置に対して、適切に送信電力制御を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本実施例に従った基地局装置が適用される環境を示す説明図である。
【図２】パスロスと、目標受信電力との関係の一例を示す説明図である。
【図３】パスロスと、受信電力との関係の一例を示す説明図である。
【図４】本実施例に従った基地局装置を示す機能ブロック図である。
【図５】本実施例に従った基地局装置を示す機能ブロック図である。
【図６】本実施例に従った基地局装置の動作の一例を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　次に、本発明を実施するための形態を、以下の実施例に基づき図面を参照しつつ説明す
る。
　なお、実施例を説明するための全図において、同一機能を有するものは同一符号を用い
、繰り返しの説明は省略する。
【００１４】
　＜実施例＞
　＜システム＞
　本実施例に従った基地局装置が適用される環境について説明する。
【００１５】
　本基地局装置が適用される環境は、複数の移動体通信システムが混在する環境であって
もよい。該移動体通信システムには、Evolved UTRA and UTRAN方式の移動体通信システム
が含まれる。Evolved UTRAN and UTRAN方式の移動体通信システムは、LTEとも呼ばれる。
さらに、W-CDMA方式の移動体通信システムが含まれてもよい。
【００１６】
　基地局装置によりカバーされるエリアには、１又は複数のセルが含まれる。該複数のセ
ルには、同一周波数帯で無線通信可能なセルが存在する。該同一周波数帯で無線通信可能
なセルは周波数レイヤーと呼ばれてもよい。
【００１７】
　図１は、本基地局装置が適用される環境の一例を示す模式図である。図１には、一例と
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して、LTE方式に従った基地局装置３００ｎ（ｎは、ｎ＞１の整数）と、該基地局装置３
００ｎによりカバーされるエリアが示される。該エリアには、携帯端末装置１００との間
で無線通信可能なセル３５０ｎが含まれる。該エリアには、該携帯端末装置１００との間
の無線通信に使用される周波数帯とは異なる他の周波数帯で無線通信可能なセルが含まれ
てもよい。また、基地局装置３００ｎとは異なる他の基地局装置（図示なし）によりカバ
ーされるセルが混在していてもよい。また、LTEとは異なる他の無線アクセステクノロジ
により無線通信可能なセルが混在していてもよい。該他の無線アクセステクノロジには、
W-CDMAが含まれてもよい。
【００１８】
　本基地局装置３００ｎは、モビリティマネジメントエンティティ(MME: Mobility Manag
ement Entity)５００ｍ（ｍは、ｍ＞０の整数）と接続される。該MMEは交換局により実現
されてもよい。MME５００ｍは、コアネットワーク７００と接続される。
【００１９】
　図１には、一例として、３の基地局装置が示される。また、図１には、２のMMEが示さ
れる。基地局装置３００１、及び３００２は、MME５００１と接続される。基地局装置３
００３は、MME５００２と接続される。
【００２０】
　本実施例に従った携帯端末装置１００は、LTE方式により無線通信が可能である。該LTE
方式により無線通信を行うことができる携帯端末装置１００は、W-CDMA方式により無線通
信を行うことができるものであってもよい。換言すれば、携帯端末装置１００は、デュア
ルモード端末であってもよい。デュアルモード端末は、既存の移動体通信システム、例え
ばW-CDMA方式と、新たに導入される移動体通信システム、例えばLTE方式により通信を行
うことができる。
【００２１】
　＜基地局装置＞
　本基地局装置３００ｎは、MME５００ｍと接続される。MME５００ｍは、コアネットワー
ク７００と接続される。本基地局装置３００ｎは、セル３５０ｎをカバーする。携帯端末
装置１００は、セル３５０ｎにおいて本基地局装置３００ｎとEvolved　UTRA　and　UTRA
N方式により通信を行う。MMEは、サービングゲートウェイ(SGW: Serving GateWay)ととも
に実現されてもよい。MME/S-GWは、アクセスゲートウェイと呼ばれることもある。本基地
局装置３００ｎは、エヴォルブドパケットコア(EPC: Evolved Packet Core)（図示なし）
と接続されてもよい。
【００２２】
　MME/SGWに１台の基地局装置が接続されてもよいし、複数の基地局装置が接続されても
よい。
【００２３】
　＜送信電力制御方法＞
　本基地局装置３００ｎは、送信電力制御を行う。例えば、基地局装置３００ｎは、携帯
端末装置１００が送信電力を設定する際に使用すべき係数αを設定する。該係数αは、セ
ル毎に異なっていてもよい。該係数αは報知情報として在圏する携帯端末装置１００に無
線送信される。さらに、基地局装置３００ｎは、携帯端末装置１００がユーザデータを送
信する際に使用すべき上りリンク共有チャネル送信電力基準値を設定する。該上りリンク
共有チャネル送信電力基準値は、「P0_PUSCH」と記載されることもある。基地局装置３０
０ｎは、該上りリンク共有チャネル送信電力基準値として、第１のパラメータを設定する
。該第１のパラメータは、「P0_NOMINAL_PUSCH」と記載されることもある。基地局装置３
００ｎは、該第１のパラメータを報知情報として無線送信する。さらに、基地局装置３０
０ｎは、該上りリンク共有チャネル送信電力基準値として、第２のパラメータを設定する
。基地局装置３００ｎは、該第２のパラメータを個別チャネルで無線送信する。
【００２４】
　例えば、下りリンクのパスロスが携帯端末装置１００により推定される。該パスロスは
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基地局装置３００ｎに通知されてもよい。また、パスロスは、基地局装置３００ｎにおい
て推定されてもよい。該パスロスに基づいて、携帯端末装置１００は、送信電力を制御す
る。例えば、携帯端末装置１００は、式（１）に従って、上りリンク共有チャネルの送信
電力PPUSCHを制御する。
【００２５】
　PPUSCH=min(Pmax,10log10MPUSCH+P0_PUSCH+α×PL+f(i))　　　（１）
　式（１）において、「Pmax」は予め設定されるべき携帯端末装置１００の送信電力であ
る。「MPUSCH」は上りリンク共有チャネルの帯域幅である。該帯域幅は、リソースブロッ
クの数で表されてもよい。「P0_PUSCH」は上りリンク共有チャネル送信電力基準値であり
、基地局装置３００ｎにより報知される。「α」は係数であり、基地局装置３００ｎによ
り報知される。「PL」はパスロスである。「f(i)」は補正値である。「ｉ」はサブフレー
ムを示す。
【００２６】
　図２は、パスロスと、目標受信電力との間の関係の一例を示す。図２には、パスロスと
、目標受信電力との関係が示される。目標受信電力は、携帯端末装置１００により送信さ
れた上りリンク共有チャネルの基地局装置３００ｎにおける受信電力の目標値である。
【００２７】
　図２によれば、「P0_PUSCH」、「α」の値によって、パスロスと、目標受信電力との間
の関係が変わる。傾きは「α」に応じて変化する。パスロスが零のときの目標電力値が「
P0_PUSCH」となる。
【００２８】
　図３は、本基地局装置３００ｎが通知すべき第１のパラメータ、及び第２のパラメータ
を示す。図３には、パスロスと、受信電力との関係が示される。受信電力は、携帯端末装
置１００により送信された上りリンク共有チャネルの基地局装置３００ｎにおける受信電
力である。
【００２９】
　図３には、ダイナミックスケジューリング対象の携帯端末装置に対応するパスロスと、
受信電力との関係と、セミパーシステントスケジューリング対象の携帯端末装置に対応す
るパスロスと、受信電力との関係とが示される。
【００３０】
　ダイナミックスケジューリングでは、所定のサブフレームにおいて上りリンク共有チャ
ネルを用いてユーザデータの送信を行う携帯端末装置を選別（選択）する処理が行われる
。該ダイナミックスケジューリングは、携帯端末装置１００からのスケジューリング要求
(Scheduling Request)に従って行われてもよい。該スケジューリング要求は、上りリンク
のリソース割り当てを要求するための信号である。ダイナミックスケジューリングでは、
第１のパラメータに基づいて送信電力が制御される。
【００３１】
　セミパーシステントスケジューリングでは、携帯端末装置に、一定周期毎に上りリンク
共有チャネルを用いてユーザデータの送信を行うための無線リソースを割り当てる処理が
行われる。セミパーシステントスケジューリングが適用されるシステムにおいて、データ
が送信されている状態は、トークスパート(Talk Spurt)と呼ばれる。
【００３２】
　図３によれば、ダイナミックスケジューリングでは、セル中央部に位置するほど、携帯
端末装置１００からの上りリンク共有チャネルの受信電力が高くなるように制御される。
換言すれば、フラクショナル送信電力制御では、パルロスが小さくなるに従って受信SIR
が高くなるように送信電力が制御され、パスロスが大きくなるに従って受信SIRが低くな
るように送信電力が制御される。セル中央部に位置するほど受信電力が高くなるように制
御されることにより、スループットを高くすることができる。一方、セル端部に位置する
ほど、携帯端末装置１００からの上りリンク共有チャネルの受信電力が低くなるように制
御される。セル端部に位置するほど受信電力が低くなるように制御されることにより、他
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のセルからの干渉を低減できる。
【００３３】
　セミパーシステントスケジューリングでは、セル中央部、セル端部に関わらず、携帯端
末装置１００からの上りリンク共有チャネルの受信電力が同じになるように制御される。
必要なレートは携帯端末装置の位置に関わらず同程度であるためである。
【００３４】
　本基地局装置３００ｎは、係数αと、第１のパラメータと、パスロスから、第１の目標
受信電力を求める。例えば、図３に示されるパスロスと、受信電力との間の関係を利用し
、ダイナミックスケジューリングの対象の携帯端末装置に対応する特性からパスロスに対
応する受信電力を求めることにより第１の目標受信電力を求める。
【００３５】
　本基地局装置３００ｎは、第２のパラメータを設定する。例えば、前記第１の目標受信
電力と、セミパーシステントスケジューリングの対象の携帯端末装置に対応する関係との
間の差分を求める。該差分を図３では、「Δターゲット」と記載する。第１のパラメータ
から該Δターゲットを減算した値を第２のパラメータとする。第２のパラメータを第１の
パラメータからΔターゲットを減算した値とし、セミパーシステントスケジュールの対象
の携帯端末装置１００に、該第２のパラメータを個別チャネルで通知することにより、該
携帯端末装置１００は、セル内の位置に関わらず基地局装置３００ｎにおける上りリンク
共有チャネルの受信電力が同じになるように制御できる。
【００３６】
　図４は、本実施例に従った基地局装置３００ｎを示す。本実施例では、上りリンクに関
する制御が主に説明される。適宜、下りリンクに適用することも可能である。
【００３７】
　本基地局装置３００ｎは、RLC(Radio Link Control)処理部３０２を有する。
【００３８】
　RLC処理部３０２は、上りリンクのデータに関する、分割・結合、RLC再送制御の受信処
理等のRLCレイヤーの受信処理を行う。RLC処理部３０２は、RLCレイヤーの処理と、PDCP(
Packet Data Convergence Protocol）レイヤーの処理を行ってもよい。
【００３９】
　本基地局装置３００ｎは、MAC(Medium Access Control)処理部３０４を有する。
【００４０】
　MAC処理部３０４は、上りリンクのユーザデータのMAC再送制御の受信処理、スケジュー
リング処理、伝送フォーマットの選択処理、周波数リソースの割り当て処理等を行う。
【００４１】
　スケジューリング処理には、ダイナミックスケジューリングと、セミパーシステントス
ケジューリングとが含まれる。伝送フォーマットの選択処理では、スケジューリングにお
いて選別された携帯端末装置が送信すべきユーザデータに関する変調方式や符号化率、デ
ータサイズを決定する処理が行われる。該変調方式、符号化率、及びデータサイズは、例
えば、携帯端末装置１００から上りリンクにおいて送信されるサウンディング用リファレ
ンス信号のSIRやパスロスに基づいて設定される。周波数リソースの割り当て処理では、
スケジューリング処理により選別された携帯端末装置により送信されるべきユーザデータ
の送信に用いられるリソースブロックが設定される。該リソースブロックは、例えば、携
帯端末装置１００から送信されるサウンディング用リファレンス信号のSIRに基づいて決
定される。
【００４２】
　MAC処理部３０４は、アップリンクスケジューリンググラント(Uplink Scheduling Gran
t) をレイヤー１処理部３０６に入力する。該アップリンクスケジューリンググラントに
は、物理上りリンク共有チャネルにより通信を行う携帯端末装置のＩＤ、該携帯端末装置
のユーザデータのトランスポートフォーマットの情報が含まれる。該物理上りリンク共有
チャネルは、スケジューリング処理、伝送フォーマットの選択処理、周波数リソースの割
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り当て処理により決定される。
【００４３】
　MAC処理部３０４は、送信電力制御を行う。
【００４４】
　図５は、MAC処理部３０４の送信電力制御に関する機能を示す。
【００４５】
　MAC処理部３０４は、パスロス算出部３０４２を有する、該パスロス算出部３０４２は
、携帯端末装置１００におけるパスロスを算出（推定）する。パスロスは、携帯端末装置
１００により算出（推定）され、基地局装置３００ｎに通知されてもよい。該パスロス算
出部３０４２は、パスロス判定部３０４４に、パスロスを入力する。
【００４６】
　MAC処理部３０４は、パスロス判定部３０４４を有する、該パスロス判定部３０４４は
、パスロス算出部３０４２により入力されたパスロスに基づいて、第２のパラメータを変
更するかどうかを判定する。例えば、該パスロス判定部３０４４は、パスロスが以前に算
出されたパスロスと比較して予め設定される閾値以上変化していた場合に、第２のパラメ
ータを変更すると判定する。以前に算出されたパスロスは、直前に第２のパラメータを変
更すると判定した際のパスロスであるのが好ましい。一方、該パスロス判定部３０４４は
、パスロスの変化量が以前に算出されたパスロスと比較して予め設定される閾値未満であ
る場合に、第２のパラメータを変更しないと判定する。該パスロス判定部３０４４は、第
２のパラメータを変更すると判定した場合、パスロスの値とともに、第２のパラメータを
変更する命令をパラメータ算出部３０４６に通知する。
【００４７】
　MAC処理部３０４は、パラメータ算出部３０４６を有する。該パラメータ算出部３０４
６は、パスロス判定部３０４４と接続される。パラメータ算出部３０４６は、パスロス判
定部３０４４により、第２のパラメータを変更する命令が通知された場合に、再設定すべ
き第２のパラメータを求める。
【００４８】
　パラメータ算出部３０４６は、第１の目標受信電力算出部３０４８を有する。該第１の
目標受信電力算出部算出部３０４８は、パスロス判定部３０４４と接続される。該第１の
目標受信電力算出部３０４８は、パスロス判定部３０４４から入力されるべきパスロスと
、第１のパラメータとを利用して、第１の目標受信電力を算出する。例えば、第１の目標
受信電力算出部算出部３０４８は、図３を参照して説明したパスロスと受信電力との関係
を利用して、パスロス判定部３０４４により入力されたパスロスに対応する目標受信電力
を求めることにより第１の目標受信電力を求める。該第１の目標受信電力算出部３０４８
は、Δターゲット算出部３０５０に、第１の目標受信電力を入力する。さらに、該第１の
目標受信電力算出部３０４８は、第２のパラメータ算出部３０５２に、第１のパラメータ
を入力する。
【００４９】
　パラメータ算出部３０４６は、Δターゲット算出部３０５０を有する。Δターゲット算
出部３０５０は、第１の目標受信電力算出部３０４８と、パスロス判定部３０４４に接続
される。Δターゲット算出部３０５０は、第１の目標受信電力算出部３０４８により入力
された第１の目標受信電力と、セミパーシステントスケジューリングの対象の携帯端末装
置に対応する受信電力との間の差分を求めることによりΔターゲットを求める。パスロス
に応じて予め設定されたダイナミックスケジューリングの対象の携帯端末装置に対応する
受信電力に対する差分に基づいて、Δターゲットを求めてもよい。該Δターゲット算出部
３０５０は、第２のパラメータ算出部３０５２に、Δターゲットの値を入力する。
【００５０】
　パラメータ算出部３０４６は、第２のパラメータ算出部３０５２を有する。該第２のパ
ラメータ算出部３０５２は、第１の目標受信電力算出部３０４８と、Δターゲット算出部
３０５０に接続される。該第２のパラメータ算出部３０５０は、第１の目標受信電力算出
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部３０４８により入力されるべき第１のパラメータから、Δターゲット算出部３０５０に
より入力されるべきΔターゲットを減算した値を求めることにより、第２のパラメータを
算出する。該第２のパラメータ算出部３０５２は、該第２のパラメータをレイヤー１処理
部３０６に入力する。
【００５１】
　本基地局装置３００ｎは、レイヤー１処理部３０６を有する。レイヤー１処理部３０６
は、MAC処理部３０４からのアップリンクスケジューリンググラントに対して、チャネル
符号化やＩＦＦＴ処理等の送信処理を行う。該アップリンクスケジューリンググラントは
、下りリンク制御チャネルである物理下りリンク制御チャネルにマッピングされる。また
、レイヤー１処理部３０６は、MAC処理部３０４からの係数αと、第１のパラメータとに
対して、チャネル符号化やＩＦＦＴ処理等の送信処理を行う。該係数αと、第１のパラメ
ータは報知チャネルにマッピングされる。また、レイヤー１処理部３０６は、MAC処理部
３０４からの第２のパラメータに対して、チャネル符号化やＩＦＦＴ処理等の送信処理を
行う。該第２のパラメータは個別チャネルにマッピングされる。
【００５２】
　また、レイヤー１処理部３０６は、上りリンクで送信される物理上りリンク制御チャネ
ルにマッピングされるCQI(Channel Quality Indicator)や送達確認情報の復調及び復号を
行う。レイヤー１処理部３０６は、該復号結果を、MAC処理部３０４に入力する。
【００５３】
　本基地局装置３００ｎは、呼処理部３０８を有する。該呼処理部３０８は、MAC処理部
３０４と、レイヤー１処理部３０６と接続される。該呼処理部３０８は、通信チャネルの
設定や解放等の呼処理や、当該基地局装置３００ｎの状態管理や、無線リソースの管理を
行う。
【００５４】
　＜基地局装置の動作＞
　図６は、本基地局装置３００ｎの動作の一例を示す。
【００５５】
　本基地局装置３００ｎは、該基地局装置３００ｎと無線通信を行う携帯端末装置１００
にパーシステントスケジューリングを適用し、音声通信を行う。換言すれば、トークスパ
ートの状態であってもよい。
【００５６】
　本基地局装置３００ｎは、携帯端末装置１００のパスロスを算出する（ステップＳ６０
２）。例えば、パスロス算出部３０４２は、携帯端末装置１００におけるパスロスを算出
する。換言すれば、下りリンクのパスロスを算出する。該パスロスは、所定の周期で算出
されてもよい。
【００５７】
　本基地局装置３００ｎは、セミパーシステントスケジューリング対象の携帯端末装置が
送信電力制御の際に使用すべき第２のパラメータの値を変更すべきかどうかを判定する（
ステップＳ６０４）。例えば、パスロス判定部３０４４は、パスロス算出部３０４２から
のパスロスに基づいて、該パスロスが算出されたときより前に、第２のパラメータを変更
した際のパスロスからの変化量が所定の閾値以上であると判定された場合に、第２のパラ
メータを変更すべきと判定する。また、パスロス判定部３０４４は、パスロス算出部３０
４２からのパスロスに基づいて、該パスロスが算出されたときより前に算出されたパスロ
スからの変化量が所定の閾値未満であると判定された場合に、第２のパラメータを変更す
べきでないと判定する。
【００５８】
　第２のパラメータの値を変更すべきと判定した場合（ステップＳ６０４：ＹＥＳ）、本
基地局装置３００ｎは、Δターゲットを算出する（ステップＳ６０６）。例えば、第１の
目標受信電力算出部３０４８は、パスロス判定部３０４４からのパスロスと、第１のパラ
メータとに基づいて、ダイナミックスケジューリング対象の携帯端末装置１００が送信電
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力制御を行う際の第１の目標受信電力を算出する。Δターゲット算出部３０５０は、第１
の目標受信電力算出部３０４８により入力された第１の目標受信電力と、パスロス判定部
３０４４により入力されたパスロスに基づいて、ダイナミックスケジューリングの対象の
携帯端末装置に対応する受信電力と、セミパーシステントスケジューリングの対象の携帯
端末装置に対応する受信電力との間の差分を求めることによりΔターゲットを求める。パ
スロスに応じて予め設定されたダイナミックスケジューリングの対象の携帯端末装置に対
応する受信電力に対する差分に基づいて、Δターゲットを求めてもよい。
【００５９】
　本基地局装置３００ｎは、ダイナミックスケジューリング対象の携帯端末装置１００が
送信電力制御の際に使用すべき第１のパラメータからステップＳ６０６により算出された
Δターゲットを減算することにより第２のパラメータを算出する（ステップＳ６０８）。
例えば、第２のパラメータ算出部３０５２は、該第１の目標受信電力算出部３０４８によ
り入力されるべき第１のパラメータからΔターゲット算出部３０５０により入力されるべ
きΔターゲットを減算した値を求めることにより、第２のパラメータを算出する。
【００６０】
　本基地局装置３００ｎは、携帯端末装置１００に、第２のパラメータを通知する（ステ
ップＳ６１０）。例えば、レイヤー１処理部３０６は、MAC処理部３０４からの第２のパ
ラメータに対して、チャネル符号化やＩＦＦＴ処理等の送信処理を行う。該第２のパラメ
ータは個別チャネルにマッピングされる。該第２のパラメータは、個別チャネルにより送
信される。
【００６１】
　ステップＳ６０４により第２のパラメータの値を変更すべきでないと判定された場合（
ステップＳ６０４：ＮＯ）、終了する。
【００６２】
　本実施例によれば、セミパーシステントスケジューリングにフラクショナル送信電力制
御を適用した場合において、セル内における伝送速度がほぼ同じになるように送信電力を
制御できる。該送信電力を制御する際に、新たに通知する手段を用意すること無く既存の
チャネルを利用して通知できる。
【００６３】
　本基地局装置は、
　携帯端末装置との間で無線通信を行う基地局装置であって、
　前記携帯端末装置におけるパスロスを算出するパスロス算出部と、
　前記パスロスと、所定のサブフレームにおいて上りリンク共有チャネルによりユーザデ
ータを送信する携帯端末装置が送信電力を制御する際に使用される第１のパラメータとに
基づいて、所定のサブフレームにおいて上りリンク共有チャネルによりユーザデータを送
信する携帯端末装置が送信電力を制御する際の第１の目標受信電力を算出する第１の目標
受信電力算出部と、
　前記パスロスに基づいて、前記第１の目標受信電力算出部により算出される第１の目標
受信電力と、一定周期毎に上りリンク共有チャネルによりユーザデータを送信する携帯端
末装置が送信電力を制御する際に使用すべき第２の目標受信電力との間の差分を算出する
Δターゲット算出部としての、差分算出部と、
　前記第１のパラメータから、前記差分算出部により算出された差分を減算することによ
り、前記第２のパラメータを算出する第２のパラメータ算出部と、
　該第２のパラメータ算出部により算出された第２のパラメータを通知するレイヤー１処
理部としての、通知部と
　を有し、
　前記第１の目標受信電力算出部は、パスロスが小さくなるに従って、第１の目標受信電
力が高くなるように算出する。
【００６４】
　セミパーシステントスケジューリングにフラクショナル送信電力制御を適用した場合に
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おいて、セル内における伝送速度がほぼ同じになるように送信電力を制御できる。
【００６５】
　さらに、
　前記パスロス算出部により算出されたパスロスが、直前に第２のパラメータを変更した
時点のパスロスからの変化量が所定の閾値以上であるかどうかを判定するパスロス判定部
　を有し、
　前記第１の目標受信電力算出部は、前記パスロス判定部により前記変化量が所定の閾値
以上であると判定された場合に、前記第１の目標受信電力を算出し、
　前記差分算出部は、前記第１の目標受信電力算出部により算出された第１の目標受信電
力に基づいて、前記差分を算出し、
　前記第２のパラメータ算出部は、前記第１のパラメータから、前記差分算出部により算
出された差分を減算することにより、前記第２のパラメータを算出する。
【００６６】
　環境の変化に追従して送信電力を制御できる。
【００６７】
　さらに、
　前記通知部は、個別チャネルにより、前記第２のパラメータ算出部により算出された第
２のパラメータを通知する。
【００６８】
　送信電力を制御する際に、新たに通知する手段を用意すること無く既存のチャネルを利
用して通知できる。
【００６９】
　本方法は、
　携帯端末装置との間で無線通信を行う基地局装置における方法であって、
　前記携帯端末装置におけるパスロスを算出するパスロス算出ステップと、
　前記パスロスと、所定のサブフレームにおいて上りリンク共有チャネルによりユーザデ
ータを送信する携帯端末装置が送信電力を制御する際に使用すべき第１のパラメータとに
基づいて、所定のサブフレームにおいて上りリンク共有チャネルによりユーザデータを送
信する携帯端末装置が送信電力を制御する際の第１の目標受信電力を算出する第１の目標
受信電力算出ステップと、
　前記パスロスに基づいて、前記第１のパラメータと、一定周期毎に上りリンク共有チャ
ネルによりユーザデータを送信する携帯端末装置が送信電力を制御する際の第２の目標受
信電力との間の差分を算出する差分算出ステップと、
　前記第１のパラメータから、前記差分算出ステップにより算出された差分を減算するこ
とにより、前記第２のパラメータを算出する第２のパラメータ算出ステップと、
　該第２のパラメータ算出ステップにより算出された第２のパラメータを通知する通知ス
テップと
　を有し、
　前記第１の目標受信電力算出ステップでは、パスロスが小さくなるに従って、第１の目
標受信電力が高くなるように算出される。
【符号の説明】
【００７０】
　１００　携帯端末装置
　３００ｎ（ｎは、ｎ＞０の整数）　基地局装置(eNB: evolved Node B)
　３０２　RLC(Radio Link Control)処理部
　３０４　MAC(Medium Access Control)処理部
　３０４２　パスロス算出部
　３０４４　パスロス判定部
　３０４６　パラメータ算出部
　３０４８　第１の目標受信電力算出部
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　３０５０　Δターゲット算出部
　３０５２　第２のパラメータ算出部
　３０６　レイヤー１処理部
　３０８　呼処理部
　３５０ｎ（ｎは、ｎ＞０の整数）　セル
　５００ｍ（ｍは、ｍ＞０の整数）　モビリティマネジメントエンティティ(MME: Mobili
ty Management Entity)
　７００　コアネットワーク(CN: Core Network)

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】
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